
の
家
伐
と
な
り
、
紛
ら
諜
岱
を
間
ひ
、
迭
に
抽
聞
旅
に

問
で
L

小
柳
底
的

Hnと
腕
し
て
裂
に
従
ひ
、
そ
の
後

小
川
一
方
と
改
め
た
。
そ
の
子
に
幸
三
忠
鳴
が
あ
る
。

ヲ
ガ
ハ
ウ
ヂ
h
F
ダ

小

川

氏

忠

迎
抑
制
開
封
入
。
延

平
二
年
同
九
年
左
衛
門
の
泊
知
↑
白
石
を
波
宮
、
新
庄
金

山
総
許
御
代
官
と
な
り
、見
政
=
一
年
五
十
石
を
加
へ

、

九
年
六
十
七
肢
を
以
て
波
し
た
。

ヲ
ガ
ハ
ウ
ヂ
モ
ト
小
川
氏
股

初

諒

氏
勝
。
沼

抑
制
忠
四
郎
。
初
め
大
小
特
に
斑

L
、
卒
保
八
年
科
目

御
前
附
御
用
人
と
な
っ
て
況
十
石
を
加

へ
、
計
三
百

一丸十
.hhr受
け
、
十
拡
年
御
附
物
開
削
に
地
み
、
延

山
千
二
年
一出
且
七
日
五
十
五
践
を
以
て
明
日
し
た
。

ヲ
ガ
ハ
カ
ゲ
ト

Z

小
川
景
福
辺
都
久
左
街
門
。

聞記一品川辿の
隠
で
、
日寸保
十
六
年
仲
秩
江
泊
仰
山
中
祖

泉
の
閉
山
午
{
寺
に
山
中
十
最
の
七
言
絶
句
を

奉
納
し

た
。
そ
れ
に
は
一
枝
軒
に
於
い
て
之
を
容
す
と
し
、

六
J
I

一
談
と
し
て
あ
る
。

ヲ
ガ
ハ
ゲ
ン
ト
タ
小
川
玄
徳

元
政
九
年
十
二

且
加
白
山
怖
の
御
鍛
慣
と
し
て
新
知
百
王
」
1
石
を
領

L
、
草川
W
二
年
間
目
し
た
。

子
孫
綜
仙
・活
徳
政
守
玄

命
政
滋
・
支
持
諮
相
綴
ぐ
。

生
ま
れ
、
引
ロ
桝
・
千
枚
際
協
に
尽
ん
で
明
倫
位
一
部

附
と
な
り
、
陸
郎
二
年
江
戸
に
遊
び
、
仰
を
荻
原
西

山削
、
殴
を
抽
出
削
架
別
に
関
ひ
、
明
治
元
年
拠
越
の
役

に
従
ひ
、
抗
年
東
京
に
赴
き
、
抗
を
緒
方
悦
離
に
獄

。
、
八
年明却
に
邸
っ
て
万
圭
を
郊
と

L
、
間
十

一年

玉
且

六」
l
五
肢
を
以
て
残
し
た
。
市
附
也防相
・粂
六

公
問
誌
の
誌
が
あ
る
。

ヲ
ガ
ハ
シ
チ
ロ
ザ
エ
モ
ン
小
川
七
郎
左
徳
門

久
次
忠
勝
の
子
。
覧
永
十
近
年
御
歩
前
に
引
百
出
さ
れ
、

切
米
間
十
四
山
そ
協
は
り
、
金
子
市品右
衛
門
に
殺
生
制
酬

を
停
留
し
て
之
が
御
用
宇
一
助
め
、
次
い
で
火
矢
御
問

に
脚
じ
、
承
剛
山
二
年
知
行
百
計
十
石
に
地
み
、
江
文

六
年
間
但
し
た
。

ヲ
ガ
ハ
シ
ラ
ヤ
マ
シ
ヤ

小
河
白
山
社

石

川

部

小
川
に
釘
昨
止
す
る。

白
山
田肥
に
、『
凡
本
宮
王
子
谷
印

刷
三
ヶ
附
ュ
充
泌
セ
リ
0

云

。々
小
白
山
、
小
河
在
之
。
』

と
い
ふ
も
の
是
で
あ
り
、大
永
七
年
の
託
宣
記
に
は
、

『
白
山
九
所
，
小
柳
第
六
白
山
小
川
。
』
と
記
し
、
式
内

等
拍
自
社
記
に
は
、『
小
白
山
訓
枇
。
笠
間
郷
小
河
村
銀

座
。
白
山
九
防
小
利
之
一
一
位
也
。
今
斜
=
小
河
白
山

社
↓』
と
あ
る
。
小
出
山
と
い
ふ
か
ら
、
加
山
の
榊
識

を
紀
っ
た
，も
の
で
あ
ら
う
。
引
に
小
白
山
制
紅
と
癖

す
る
。

ヲ
ガ
ハ
ゴ
ン
Z

モ

ン

小

川
裕
右
衛
門

七
郎
左

衛
門
の
子
。
初
め
御
歩
肌
に
初
出
さ
れ
て
切
米
四
十

依
を
似
は
り
、
火
矢

・
殺
生
繭
御
用
を
勤
め
た
が
、

見
文
六
年
世
〈
即
日
し
て
、
也
知
の
内
一
批
イ
石
を
弟
七
丞

に
配
分
し
、
百
石
は
椴
右
衛
門
之
を
磁
い
だ
。
槌
右

術
門
特
に
火
矢
の
技
に
議
し
て
竪
省
あ
っ
た
が
、
十

ご
年
杭
刑
と
な
り
、
元
職
三
年
数
発
せ
ら
れ
て
十
人

扶
持
を
受
け
、
七
年
に
授
し
た
。
養
子
機
右
衛
門
ぞ

の
設
年
召
出
さ
れ
、
亦
火
矢
御
用
を
勤
め
た
。

ヲ
ガ
ハ
シ
セ
イ
小
川
被
成

誌
は
稔
。
小
字
は

恭
太
郎
。
宇
は
子
成
。
孜
成
も
亦
宰
で
、
後
に
泡
艇

と
し
た
。
却
は
押
印
昨
又
は
悶
U
M
。
弘
化
元
年
金
制
附
に

ヲ
ガ
ハ
ジ
ロ
タ
ロ
ウ
小
川
次
郎
九
罰則

前
川
利

家
に
仕
へ
て
品
開
三
一白
石
を
受
け
、
後
大
坂
一
円
役
に
出

帥
L
、
街
口
に
於
い
て
鈴
功
が
あ
っ
た
。
子
孫
川刊々

閉山に
仕
へ
る
。

ヲ
ガ
ハ
シ
ン
小
川
新

石
川
郡
小
川
の
内
の
小

字
。

正
保

刈
文

;比
苧
の
お
辻
艇
に
は
濁
立
の
一
村

と
な
っ
て
ゐ
る
。

ヲ
ガ
ハ
ス

Z
ス
ケ
小
川
純
佑

辺
都
伊
左
衛
門
。

初
め
御
録
用
者
か
ら
阿
小
如
と
な
っ
て
新
知
八
十
石

を
得
、
後
三
十
石
宇
一加
へ
、
天
保
元
年
四
用
組
外
に

ヲ
カ

列
L
、
抗
年
七
十
四
肢
を
以
て
残
し
た
。
子
孫
相
織

い
で
絡
に
仕
へ
る
。

ヲ
ガ
ハ
包
イ
主
ケ
ン
モ
ン
ロ
ク
小
川
清
太
見
問

鋒
加
到
税
主
第
十
三
代
前

m
m漢
の
郁
阪
に
闘

し
、
山山
士
小
川
前
太
の
談
を
蝕
し
た
も
の
。
消
太
は

野
議
に
近
侍
し
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
る
。

ヲ
ガ
ハ
ソ
ウ
ケ
ン
h
F
イ
小
川
社
健
隊

明

治

元

年
の
越
後
叫
判
事
に
、
敵
長
閲
城
を
回
復
ぜ
ん
と
欲

L
、
我
が
小
川
仙
之
助
正
明
の
率
ゐ
る

一
援
の
正
面

に
、
合
初
公
び
村
鉛
の
兵
が
液
製
し
た
。
こ
の
時
小

川
崎
師
口
前
日
の
械
に
兵
鍛
宇
一減
じ
、
日
つ
疲
似
し
て

大
に
防
禦
に
苦
し
ん
が
、
小
司
前
山
山
金
三
郎
は

『
峨

死
前
へ
』
の
川
町
令
を
下
し
、
鼓
長
志
賀
抑
制
部
郎
そ
し

て
前
出
の
的
常
契
せ
し
め
た
に
、
演
が
兵
銃
を
約
ひ

刀
を
抜
き
て
引
を
聞
で
、
震
に
敵
b
o
一明
日
巡
す
る
を
得

た
。
後
友
抵
皆
本
隊
を
目
し
て

小
川
枇
他
隊
と
い

ひ
、一
腕
州
内
十
番
隊

・
長
州
の
三
番
隊
と
前
び
群
し

た。
ヲ
ガ
ハ
hm
ダ
ア
ツ
小
川
忠
篤

字

は
士
信
、
初

三
義
と
総
L
、
後
幸
三
と
改
め
た
。
刷
出
は

m
m又
は

後
索
。
(
火
山
山
安
は
一
方
と
椴
し
、
石
川
郡
酬
明
旅
の
留

で
あ
っ
た
。
地
問
天
保
七
年

E
月
十
三
日
を
以
て
生

ま
れ
、
年
十
四
に
し
て
京
に
役
き
、
此
(
閉
山
太
削
伊
一E

に
刊
か
ん
だ
が
、
開
る
こ
と
抗
肢
の
後
絞
悦
を
志
L
、

江
戸
に
伎
き
て
私
M
M
小
林
氏
の
門
に
門
小
ぴ
、
次
い
で

務
に
邸
っ
て
子
引
に
敬
授
し
、
幾
く
も
な
く
一
向
ひ
西

上
し
た
。

，文
久
ご
年
防
法
久
光
の
上
治
す
る
や
物
情

騒
然
、
率
三
乃
ち
入
月
引
四
日
開山
に
邸
ふ
り
、
翌
日
開
剛

容
行
内
際
十
兵
術
に
就
い
て
上
書
し
、
務
が
今
日
の

叫
肌
態
宇
一
持
続
す
る
時
は
、
政
界
の
勢
力
迭
に
磁
長
の

詳
保
す
る
所
と
な
る
べ
き
を
以
て
、
滞
侯
の
急
に
準

備
を
般
へ
て
上
治
す
べ
き
こ
と
そ
建
言
し
た
。
然
る

に
締
は
忠
鰐
の
行
犯
を
越
艇
な
り
と
し
、
汁
六
日
制

怒
行
に
命
を
Mm
へ
て
、
忠
目的
が
金
持
の
庇
似
よ
り
山

行
す
る
を
禁
じ
、
そ
の
郷
里
総
来
の
小
宮
に
命
じ
て

除
問
せ
し
め
た
が
、
什
九
日
之
そ
郎
き
、
夏
に
山
岨
協

の
朗
読
を
問
く
鉛
に
、
制
奉
行
金
子
熊
太
郎
を
し
て

間
入
且
ご
日
城
中
に
召
さ
し
め
た
。

忠
信
州
乃
ち
そ
の

日
械
に
上
っ
た
が
、
務
侯
開
H

携
は
近
割
日
三
人
を
し
て

上
訟
の
保
々
を
諮
翻
せ
し
め
、
自
ら
庶
民
を
鮪
て
与

問
き
、
訟
に
そ
の
訟
を
嘉
納
し
、
次
い
で
間
且
J
i
日

忠
院
は
再
び
密
を
上
っ
て
前
言
を
補
う
た

o
m裂
、

山
山
続
の
前
後
献
ず
る
所
の
策
青
山
容
九
ん
と
し
、
を
闘

を
し
て
忠
悦
を
召
し
て
そ
の
言
を
磁
か
し
め
、
待

χ

山内田山刑制
…
聞
に
之
に
倣
は
し
め
た
。
附
に
し
て
忠
明山は

引
入
日
鶴
来
に
隠
っ
た
が
、
九
月
二
日
制
奉
行
内
隙

十
兵
術
は
命
を
併

へ
て
忠
院
を
村
預
け
と
し
、
什
九

日
手
錠
紡
を
加
へ
し
め
た
。
縦
し
制
剛
容
行
臨
す
が
巾心的

の
去
、
行
を
翻
査
し
た
際
、
忠
需
が
九
候
由
主
の
隠
れ
川
川

左
涯
の
斬
殺
せ
ら
れ
た
る
郁
判
に
関
係
が
あ
る
と
山

認
報
を
得
た
お
で
、
爾
後
幽
悶
四
J
』
に
及
ん
だ
。

然
る
に
三
年
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
治
す
る
に
皆
川
り
、

滞
は
京
帥
の
事
情
に
精
沼
す
る
人
材
を
必
要
と
オ
ろ

に
煎
っ
た
か
ら
、
正
且
十
日

特
に
息
筋
の
罪
そ
政

L
、
定
番
御
歩
前
に
脅
府
L
、
品開
=
一
十
五
依
を
拠
へ

て
出
町内
日
せ
し
め
、
次
い
で
刷H
携
も
二
月
イ

一
日
上
治

し
た
が
、
恰
も
茶
人
が
生
袋
駅
刊
の
償
金
を
砕
附
に

製
求
し
た
の
で
、
務
附
は
お
に
銭
抑
制
脅
聞
か
ん
こ
と

を
恐
九
一
、
急
に
務
侯
を
凶
に
就
か
し
め
た
。
是
や
り

て
拘
禁
は
三
月
二
日
邸
途
に
上
り
、
山
山
情
的
も
之
に
陥

し
た
。
忠
協
是
よ
り
勤
王
の
殺
そ
唱
へ

、
同
志
と
協

力
し
て
輿
論
を
鼓
符
L
、
叉
一
苅
治
元
年
七
且
十
九
日

の
阿
国
山
中
退
京
の
報
を
得
た
時
、
世
一
一
日
馳
せ
て
お
出

に
括
。
、
際
都
に
謁
し
て
拡
見
を
上
っ
た
。
滞
乃
ち

そ
の
舗
に
境
外
に
出
で
た
る
そ
尤
め
、
更
を
越
前
出
川

巾
に一蹴
し
て
紛

へ
し
め
、
金剛刊
に
泌
迭
し
て
そ
の
説

九
三
五


